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政策展開の基本的視点 

政策の基本方向 �

�
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　概ね２０年後の２０２５（平成３７）年を見通した神奈川のめ

ざすすがた（基本目標）の実現に向けて、県の政策展開に

当たって基本に据える視点を次の6つにまとめました。 

地域に活力を 
生み出します 

��

くらしの安全・ 
安心を確保します 

��

少子化、高齢化へ
の対応を進めます 

��

県民との協働・ 
連携を強化します 

��

豊かさの質的充実
を支援します 

��

地域主権を実現し、
広域連携の強化な
ど広域自治体とし
ての責任を果たし
ます 
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基
本
構
想 

政策分野別の基本方向 � 　神奈川のめざすすがた（基本目標）を実現するために、6

つの「政策展開の基本的視点」を踏まえ、政策分野ごとに

県が取り組む政策の基本方向をまとめました。 

Ⅰ 
　グローバルな活動をする企業と地域に
根ざした中小企業やベンチャー企業との
連携により、活発な産業活動を展開する
ほか、商業・サービス業やコミュニティビ
ジネスなど地域の特色を生かした産業の
振興を通じて、地域活力の向上をめざし
ます。農林水産業の分野では、生産物の

高付加価値化や様々な担い手の参画に
よる活性化を図ります。 
　また、安心して将来の生活設計を描く
ことができるような多様な働き方を、ライ
フスタイルに応じて選択し、新たな職業
キャリアなどに挑戦できる社会をめざし
ます。 

産業・労働 

Ⅱ 　保健・医療・福祉にかかわる多様な担い
手のネットワークのもと、必要なときに必
要なサービスが提供され、誰もが安心して、
健康にくらすことができるとともに、年齢

や障害の有無などにかかわりなく、一人
ひとりが尊重され、その人らしく、健康で
生き生きとした生活をおくることのでき
る地域社会の実現をめざします。 

健康・福祉 

Ⅲ 
　防犯や防災、生活の安心を確保するため、
様々な活動に取り組む担い手のネットワ
ークを構築するとともに、防犯や防災に

配慮したまちづくりを進めることなどに
より、県民が安心してくらせる地域社会の
実現をめざします。 

安全・安心 

Ⅳ 　未来を担う子どもたち一人ひとりが、社
会全体で大切に育まれ、多くの人々とか
かわることで豊かな人間性や社会性を身
に付け、将来に夢や希望をもつことので
きる社会の形成をめざします。また、子ど

もを生み育てることを社会全体で支援す
る環境の整備や地域に開かれた学校づく
りを進め、子どもや保護者の信頼と多様
化するニーズに応える学校教育の提供を
めざします。 

教育・子育て 

Ⅴ 　県民一人ひとりの個性や可能性を生か
しながら、お互いに支えあい、ともに生き
る地域社会の実現をめざします。また、生
活や地域のニーズに応えるコミュニティ
ビジネスやＮＰＯなどが活発に活動を展

開することのできる環境づくりや、個人の
文化的な活動を行うための環境整備を図
ることなどにより、ゆとりのある生き生き
とした県民生活の実現をめざします。 

県民生活 

Ⅵ 　県民、ＮＰＯ、企業、行政などすべての
活動の担い手が、日常生活や事業活動の
中で、より積極的に環境に配慮して行動
することにより、持続可能な社会の構築
をめざします。 

　また、丹沢大山や水源の森林など、多
様で豊かな自然環境の保全・再生と活用
をめざします。 環境 

Ⅶ 　誰もが快適で安心してくらすことがで
きるよう、地域の特色や資源を生かした
都市づくりと、県外や都市間相互の人や
モノ、情報の円滑な流れを促進するネット
ワークの充実・強化による活力ある県土

づくりを進めるとともに、特色ある風土や
環境、景観の保全・活用など環境との共生
を図ることで、次の世代に引き継げる持
続可能な県土の形成をめざします。 

県土・ 
まちづくり 
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地域づくりの基本方向 �

　地域で展開される
主な施策を5つの地
域政策圏ごとに示し
ました。 

■ 5つの地域政策圏 

 

三浦半島 
地域圏 

県西 
地域圏 

湘南 
地域圏 

川崎・横浜 
地域圏 

県央 
地域圏 

　地域づくりに当たっては、それぞれの地域が固有の自然環境、歴史、風土などを生かし

て発展するとともに、地域が相互に連携することで、県全体として質的にバランスある発

展を図るという考え方（県土の均衡ある発展）のもとに、地域の特性を生かし、市町村や

県民などとともに、個性や魅力にあふれ、活力ある地域づくりを進めます。 

　このため、県は、交通基盤や都市拠点の整備促進、地域産業の活性化、安全・安心の確保、

市町村主体のまちづくりに配慮した土地利用や広域連携への支援などに取り組みます。 
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政策の基本方向 �

　世界と、神奈川そして日本の交流・
結節地域として、これまでの文化や
産業の集積を生かした生活環境や
生産環境の整備を進め、良好な環
境が保全され、にぎわいや活力が
あふれ、世界とつながる文化や産
業を発信し、国際性豊かで魅力あ
る地域づくりをめざします。 

川
崎
・
横
浜
地
域
圏 

　首都圏における貴重なみどりと三
方に広がる海、豊かな歴史的文化遺産、
美しい景観など三浦半島がもつ地
域資源を保全し、これを活用するこ
とにより、うるおいをもって快適にく
らせるようにするとともに、首都圏
や海外からも多くの人々が訪れ、楽
しめる「公園」のような魅力と活力
にあふれる地域づくりをめざします。 

三
浦
半
島
地
域
圏 

　水源地の豊かな自然を守り、これ
を活用した地域の魅力づくりと活
性化を進めるとともに、こうした自
然と都市、産業が調和し、うるおい
と活力にあふれた地域づくりをめ
ざします。 

県
央
地
域
圏 

　湘南のなぎさや丹沢大山のやま
なみなどの豊かな自然環境や、湘
南地域で育まれた文化の保全や活
用を図るとともに、交通ネットワー
クの整備とあわせた都市機能の向
上や産業拠点の整備・再生を進め、
環境と共生し、豊かで活力にあふれ
た地域づくりをめざします。 

湘
南
地
域
圏 

　豊かな自然や歴史・文化などの
地域資源を生かし、国内外から来訪
する多くの人々の多様なニーズに
応えるとともに、地域の特色を生か
した様々な生産活動が営まれ、職・住・
遊が一体となって豊かなくらしを実
感できる、活力と魅力あふれる地域
づくりをめざします。 

県
西
地
域
圏 

　高度先端産業や数多くの研究
開発機関が集積する川崎市域と、
開港都市として国際性豊かな歴
史や文化を有する横浜市域、及
びその周辺の地域からなる地域。 

　三方を海に囲まれ、変化に富
んだ海岸線を有し、多摩丘陵か
ら続く、まとまったみどりや豊か
な歴史と伝統に恵まれた地域。（横
須賀、鎌倉、逗子、三浦の各市域、
葉山町域、及びその周辺の地域） 

　相模川や、やまなみ・湖などの
自然と活気ある都市とが共存し、
道路や鉄道が結節する交通の要
衝である地域。（相模原、厚木、
大和、海老名、座間、綾瀬の各市域、
愛川、清川の各町村域、及びその
周辺の地域） 

　湘南海岸や、丹沢大山などの
自然に恵まれ、文化の薫り高く、商・
工・農・住・学・遊など多様な活動
が展開される活力に富む地域。（平
塚、藤沢、茅ヶ崎、秦野、伊勢原の
各市域、寒川、大磯、二宮の各町域、
及びその周辺の地域） 

　富士・箱根・伊豆に連なる豊かな
自然を背景に、歴史や文化などの
地域資源に恵まれた地域で、一体
的な生活圏を形成してきた地域。（小
田原、南足柄の各市域、中井、大井、
松田、山北、開成、箱根、真鶴、湯河
原の各町域、及びその周辺の地域） 


